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参事に関する規程 

                          一般社団法人粉体工学会 

 

（総 則） 

１．一般社団法人粉体工学会（以下「本会」という）の目的の達成及び事業の発展のため、本

会に参事をおく。 

 

（参事の役割） 

２．参事は理事会及び評議員会に招集され、必要に応じて意見を述べることができる。 

 

（参事の選任） 

３．会長及び副会長経験者を参事とする。 

４．重任を妨げないが、会長または副会長の退任後 10年以内を限度とする。 

  

（その他） 

５．参事の理事会及び評議員会への出席のための旅費は、旅費支給に関する覚書により支給す

る。 

６．本会の前身である粉体工学会における参事の就任年数は加算される。 

 

 

（附 則） 

   この規程は、理事会の承認を得て、２０１８年１月４日から発効する。 

 

（付 記） 

   ２０１８年２月１７日 制定（理事会承認） 
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